
障害福祉サービスの申請から利用までの流れ図

相談・申請

サービス等利用計画（案）の作成を相談支援事業所
に依頼します。

障害支援区分の一次判定　(80項目調査）

(訓練等給付） （介護給付）
医師の意見書が必要に
なります。

障害支援区分の認定

障害支援区分1～６に認
定します。

勘案事項調査・サービス利用意向の調査・サービス等利用計画（案）の作成

支給決定

サービス利用開始

障害福祉サービス受給者証が交付さ
れます。　サービス利用計画作成

事業所との契約

二次判定　（審査会）




